
番号 名    称 所管課

1 「市民の声」共有システム 市政情報課

163 堺市2025年日本国際博覧会子ども招待事業チケットID申請者等情報管理ファイル 広域連携課

市長公室



         堺市個人情報ファイル簿    ファイル簿番号 1 

１ 個人情報ファイルの名称 「市民の声」共有システム 

２ 実施機関の名称 堺市長 

３ 

個人情報ファイルが利用

に供される事務の担当課

の名称 

市民等から寄せられた提案、意見等の「市民の声」案件を取扱

う各所管課 

４ 
個人情報ファイルの利用

目的 

「市民の声」案件を関係各課で共有し、内容により投稿者に対

して回答する。 

５ 記録項目 
案件名、投稿内容、受付方法、氏名、住所、年代、電話番号、

メールアドレス、FAX番号 

６ 記録範囲 「市政への提案箱」等を通じて市に提案、意見等を投稿した人 

７ 記録情報の収集方法 
「市政への提案箱」への投函、市ホームページ入力フォームへ

の入力、電子申請システム、電子メール、電話、郵便、FAX 

８ 要配慮個人情報の有無 有 

９ 記録情報の経常的提供先 無 

１０ 
開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名称）市長公室広報戦略部市政情報課 

（所在地）堺市堺区南瓦町3番1号 

１１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

無 

１２ 個人情報ファイルの種別 

■ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ■ 無 

□ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル） 

１３ 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

該当 

１４ 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける担当課の

名称及び所在地 

（名称）市長公室広報戦略部市政情報課 

（所在地）堺市堺区南瓦町3番1号 

１５ 
行政機関等匿名加工情報

の概要 
－ 

１６ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける担当課の名称及

び所在地 

－ 

 

１７ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

－ 

１８ 備考  



         堺市個人情報ファイル簿    ファイル簿番号 163 

１ 個人情報ファイルの名称 
堺市2025年日本国際博覧会子ども招待事業チケットID申請者等

情報管理ファイル 

２ 実施機関の名称 堺市長 

３ 

個人情報ファイルが利用

に供される事務の担当課

の名称 

市長公室 政策企画部 広域連携課 

４ 
個人情報ファイルの利用

目的 

申請者等の情報管理を行い、チケットID配布に係る審査、配布

を行うため 

５ 記録項目 

1.識別番号 2.氏名 3.性別 4.生年月日・年齢 5.住所・電

話番号 6.本籍・国籍 7.続柄 8.メールアドレス 9.顔写真

 10.親族関係 11.学業・学歴 

６ 記録範囲 

チケットID申請者（※1）、配布対象者（※2）、コールセン

ター架電者 

※1 保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、配

付対象者を現に監護する者）等 

※2 申請日において堺市内に住所を有する者で、かつ令和7年

4月1日時点で6歳から14歳の者 

７ 記録情報の収集方法 
（相手方）チケットID申請者 

（手段）インターネット申込、郵送申請、メール申請 

８ 要配慮個人情報の有無 無 

９ 記録情報の経常的提供先 委託事業者 

１０ 
開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名称）市長公室 政策企画部 広域連携課 

（所在地）〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 

１１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

無 

１２ 個人情報ファイルの種別 

■ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ■ 無 

□ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル） 

１３ 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

非該当 

１４ 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける担当課の

名称及び所在地 

－ 

 

１５ 
行政機関等匿名加工情報

の概要 
－ 

１６ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける担当課の名称及

び所在地 

－ 

 

１７ 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

－ 

１８ 備考  

 


